
奥州市介護保険料早見表（令和８年度）
※65歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料ですあなたは生活保護を受給している

あなたは市町村民税を課税されている

あなたは老齢福祉年金を受給している

あなたと同じ世帯に市町村民税を
課税されている人がいる

あなたの前年の
合計所得金額は

あなたの前年の課税年金収入額※１と
その他の合計所得金額※５の合計額は

第6段階（×1.20）

77,700円

第7段階（×1.30）

84,200円

第8段階（×1.50）

97,200円

第9段階（×1.70）

110,100円

第10段階（×1.90）

123,100円

第11段階（×2.10）

136,000円

第12段階（×2.30）

149,000円

第13段階（×2.40）

155,500円

120万円未満

120万円以上
210万円未満

210万円以上
320万円未満

320万円以上
420万円未満

720万円以上

620万円以上
720万円未満

520万円以上
620万円未満

420万円以上
520万円未満

いいえ

いいえ

いいえ
あなたの前年の

課税年金収入額※１と
その他の

合計所得金額※５の
合計額は

所得段階 第1段階※2

（×0.285）※3

第2段階※2

（×0.485）

第3段階※2

（×0.685）

保険料率※4 18,400円 31,400円 44,300円

第4段階
（×0.90）

第5段階
（×1.00）【基準額】

58,300円 64,800円

はい

82.65万円以下
82.65万円を超え
120万円以下

120万円を
超える

82.65万円以下
82.65万円を
超える

いいえはい

はい

はい

※１ 課税年金収入額は、公的年金（遺族年金、障害年金など所得税の課税対象とならない年金を除く。）の総支給額をいいます。
※２ 本来の保険料率は、第１段階29,400円（×0.455）、第２段階44,300円（×0.685）、第３段階44,700円（×0.690）ですが、低所得者への保険料軽減措置により減額しています。
※３ 各所得段階のカッコ内の数字は調整割合で、保険料の基準額64,800円に対する割合を表しています。
※４ 保険料率は、各段階の１人当たりの１年間の保険料額であり、年度の途中で資格を取得した場合は月割計算をします。
※５ 市民税非課税者（保険料段階第１～第５段階）に関する保険料所得段階の算定は以下のとおりです。

①所得金額調整控除の適用がある場合…その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得に所得金額調整控除額を加えた額から10万円を差し引きます
（差し引いた後の額が０円を下回る場合は０円）。
②所得金額調整控除の適用がない場合…その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得額から10万円を差し引きます（差し引いた後の額が０円を下回
る場合は０円）。

令和８年度保険料に限り、令和７年度税制改
正による給与所得控除の最低保証額引き上げ
の影響を除いた所得情報を用いて算定します。


